
見本

この調査は、統計法に基づく一般統計調査です。

この調査により報告された記入内容は、統計法により秘密が保護されます。この調査票は、統計以外の目的に使用することは絶対にありません。
本調査は、平成27年産業連関表を作成する過程で必要となる各産業部門間の「財」の取引に伴う商業マージンの推計に関する基礎資料を得ることを目的としています。

※　本調査票は、経済産業省のHP（http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/margin/index.html）により、ダウンロードが可能です（様式：エクセルファイル）。

商品分類

分類コード

商 品 名

１．品目の選択

100

101

２．消費税の扱い 200 １ 込み ２ 抜き （原則、消費税込みで記入してください。） ③

３．年間商品販売額

300 ④

４．商業マージン

400 ⑤

401 ⑥

402 ⑦

403 ⑧

404 ⑨

５．主要販売先

500 １ 卸 売 業 者 １ 卸 売 業 者 １ 卸 売 業 者 １ 卸 売 業 者 １ 卸 売 業 者

501 ２
産 業 用
使 用 者

２
産 業 用
使 用 者

２
産 業 用
使 用 者

２
産 業 用
使 用 者

２
産 業 用
使 用 者

502 ３ 小 売 業 者 ３ 小 売 業 者 ３ 小 売 業 者 ３ 小 売 業 者 ３ 小 売 業 者

503 ４ 一 般 消 費 者 ４ 一 般 消 費 者 ４ 一 般 消 費 者 ４ 一 般 消 費 者 ４ 一 般 消 費 者

504 ５
国 外
（ 直 接 輸 出 ）

５
国 外
（ 直 接 輸 出 ）

５
国 外
（ 直 接 輸 出）

５
国 外
（ 直 接 輸 出 ）

５
国 外
（ 直 接 輸 出 ）

505 ６ その他・不明 ６ その他・不明 ６ その他・不明 ６ その他・不明 ６ その他・不明

備考

販
売
単
価
ベ
ー

ス

☆ご協力ありがとうございました☆  

（単位：千円）

（単位：円）

（単位：％）

（単位：円）

（単位：％）

（単位：千円）
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年 間 商 品 販 売 額

平均マージン率

⑩

品目１ 品目２ 品目３ 品目４

個　　　 別
品　目　名

品目コード

商 品 仕 入 単 価

品目１ 品目２

商 品 販 売 単 価

品目２

消　費　税

平均マージン率

売 上 原 価

⑪

品目３ 品目４

品目５

品目１

品目５

②

品目５

品目３ 品目４

平成27年産業連関構造調査

 （対象期間：平成27年1～12月）

商業マージン調査票 整理番号

品目５

品目４品目１ 品目２ 品目３

①

秘
提出期限

提出先

平成29年12月1日

経済産業省大臣官房
調査統計グループ調査分析支援室

TEL

フリガナ

氏　名

企業名

〒

問
い
合
わ
せ
先

所　属
部署名

◇ この調査は、企業を対象にし
ていますので、貴社で販売した商
品が調査の対象となります。

◇ 対象期間は、平成27年１～12
月の１年分です。この期間で記入
が困難な場合は、平成27年を最も
多く含む１年間で記入してください。

③ 消費税については、貴社の消
費税の扱いにより、該当する番号
を○で囲んでください。原則、消費
税込みで記入してください。各品
目共通とします。

② 当省が予め指定した商品分
類から、貴社の販売金額の上位５
品目を同封の「調査品目一覧表」
を参照して選択し、「個別品目名」
及び「品目コード」（品目１～品目
５）に記入してください。

ただし、貴社が販売する際に
マージンを付与した品目に限りま
す。

なお、当省が予め指定した商品
分類について取り扱いがない場
合は、「調査品目一覧表」を参照
して商品分類を見え消しで訂正し
た上で、貴社の販売金額の上位５
品目を選択して記入してください。

⑤ 販売額ベースの平均マージン
率は、当該商品の年間商品販売
額に対する平均的なマージン額
の割合を記入してください。

⑪ 備考は、休業中のため対象
外、平成27年暦年ではなく平成27
年度決算ベースで記載等、注意
すべき事柄がありましたら、その
旨記入してください。

原
則
、
販
売
額
ベ
ー
ス
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
が
困
難
な
場
合
は
、
販
売
単
価
ベ
ー
ス
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

① 「商品分類」は、経済産業省
が予め指定をしております。

商品分類に含まれる

販売額の上位
５品目を記入してください。

個別品目（品目１～品目５）は、商品分類に含まれる品目のうち、
貴社の販売金額の上位５品目を、

同封の「調査品目一覧表」を参照して選んでください。
（ただし、貴社が販売する際にマージンを付与した品目に限ります。）

平均マージン率、売上原価の
どちらか一つを記入してください。

⑧ 販売単価ベースの平均マージ
ン率は、商品販売単価に対する
平均的なマージンの割合を記入し
てください。

⑨ 商品仕入単価は、社外からの
平均的な商品仕入単価を記入し
てください。

⑥ 売上原価は、当該品目に係る
売上原価です。売上原価とは、年
間商品販売額に対応する商品仕
入原価、製造原価、完成工事原
価、サービス事業の営業原価及
び減価償却費（売上原価に含ま
れるもの）の総額です。

④ 年間商品販売額は、貴社にお
ける当該品目の販売額をいいま
す。

なお、土地・建物などの不動産
及び株券、商品券、プリペイドカー
ド、宝くじ、切手などの有価証券の
販売額は含めないでください。

⑦⑧⑨ 販売単価ベースで回答
する場合は、代表的な銘柄の品
目や、売れ筋商品などの対象期
間１年間の平均的な販売単価を
記入してください。

⑤⑧ 平均マージンとは、貴社が
商品を販売する際に付与した平
均的な利幅、利ざやをいいます。

各品目の主要な販売先を

１つ選んで、

該当する番号を○で囲んでください。

⑩ 主要販売先
１．卸売業者とは、他企業の卸売
業者に商品を卸売した場合をいい
ます。
２．産業用使用者とは、他企業の
産業用使用者（建設業、製造業、
運輸業、飲食店、宿泊業、病院、
学校など。官公庁を含みます。）
に業務用として商品を卸売した場
合をいいます。
３．小売業者とは、他企業の小売
業者に商品を卸売した場合をいい
ます。
４．一般消費者とは、家計に商品
を販売した場合をいいます。
５．国外（直接輸出）とは、自社
（自分）名義で通関手続を行って
国外へ商品を直接輸出した場合
をいいます。
６．その他・不明とは、上記以外の
販売先に商品を販売した場合や、
販売先が不明の場合をいいます。

販売単価ベースの場合、商品販売単価を必ず記入してください。
さらに、平均マージン率、商品仕入単価は、

どちらか一つを記入してください。

経　済　産　業　省




